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職員の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○職員の給与に関する条例 ○職員の給与に関する条例 

昭和26年10月11日条例第11号 昭和26年10月11日条例第11号 

（扶養手当） （扶養手当） 

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主とし

てその職員の扶養を受けているものをいう。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主とし

てその職員の扶養を受けているものをいう。 

(１) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。以下同じ。）又はパートナーシップ関係（双方又はいず

れか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーと

して、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し

合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任

命権者が認める二者間の関係をいう。）の相手方（以下「パートナ

ーシップ関係の相手方」という。）（以下「配偶者等」という。） 

(１) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。以下同じ。） 

(２) 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子 (２) 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子 

(３) 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある孫 (３) 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある孫 

(４) 満60歳以上の父母及び祖父母 (４) 満60歳以上の父母及び祖父母 

(５) 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある弟妹 (５) 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある弟妹 

(６) 心身の著しい障害により、将来にわたって労務に携わること

ができない者 

(６) 心身の著しい障害により、将来にわたって労務に携わること

ができない者 

３ 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、

扶養親族１人につき当該各号に掲げる額とする。 

３ 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、

扶養親族１人につき当該各号に掲げる額とする。 

(１) 前項第１号及び第３号から第６号までに該当する扶養親族 

6,000円 

(１) 前項第１号及び第３号から第６号までに該当する扶養親族 

6,000円 

(２) 前項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」とい

う。） 9,000円 

(２) 前項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」とい

う。） 9,000円 

４ 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の４月１日か４ 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の４月１日か
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改正後 改正前 

ら満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間（以下「特定期

間」という。）にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項

の規定にかかわらず、4,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子

の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。 

ら満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間（以下「特定期

間」という。）にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項

の規定にかかわらず、4,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子

の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。 

（住居手当） （住居手当） 

第11条の３ 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給

する。 

第11条の３ 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給

する。 

(１) 世帯主（これに準ずる者を含む。次号において同じ。）である

職員（公舎等で区規則で定めるものに居住する職員を除く。）のう

ち、自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。）を

借り受け、月額27,000円以上の家賃（使用料を含む。次号において

同じ。）を支払っているもの 

(１) 世帯主（これに準ずる者を含む。次号において同じ。）である

職員（公舎等で区規則で定めるものに居住する職員を除く。）のう

ち、自ら居住するため住宅（貸間を含む。次号において同じ。）を

借り受け、月額27,000円以上の家賃（使用料を含む。次号において

同じ。）を支払っているもの 

(２) 第12条の２第１項又は第３項の規定により単身赴任手当を支

給される職員で、配偶者等（配偶者及びパートナーシップ関係の

相手方のいずれもない職員にあっては、満18歳に達する日以後の

最初の３月31日までの間にある子）が現に居住する住宅（公舎等

で区規則で定めるものを除く。）に同居するときに世帯主となる

もののうち、当該住宅を借り受け、月額27,000円以上の家賃を支

払っているもの 

(２) 第12条の２第１項又は第３項の規定により単身赴任手当を支

給される職員で、配偶者（配偶者のない職員にあっては、満18歳に

達する日以後の最初の３月31日までの間にある子）が現に居住す

る住宅（公舎等で区規則で定めるものを除く。）に同居するときに

世帯主となるもののうち、当該住宅を借り受け、月額27,000円以

上の家賃を支払っているもの 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該

各号に掲げる額（第１号に掲げる職員のうち第２号に掲げる職員で

もあるものについては、第１号に掲げる額及び第２号に掲げる額の

合計額）とする。 

２ 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該

各号に掲げる額（第１号に掲げる職員のうち第２号に掲げる職員で

もあるものについては、第１号に掲げる額及び第２号に掲げる額の

合計額）とする。 

(１) 前項第１号に掲げる職員 8,300円（満27歳に達する日以後の

最初の３月31日までの間にある者にあっては18,700円を、満27歳

に達する日以後の最初の４月１日から満32歳に達する日以後の最

初の３月31日までの間にある者にあっては9,300円をその額に加

算した額） 

(１) 前項第１号に掲げる職員 8,300円（満27歳に達する日以後の

最初の３月31日までの間にある者にあっては18,700円を、満27歳

に達する日以後の最初の４月１日から満32歳に達する日以後の最

初の３月31日までの間にある者にあっては9,300円をその額に加

算した額） 
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改正後 改正前 

(２) 前項第２号に掲げる職員 4,100円（満27歳に達する日以後の

最初の３月31日までの間にある者にあっては9,400円を、満27歳に

達する日以後の最初の４月１日から満32歳に達する日以後の最初

の３月31日までの間にある者にあっては4,700円をその額に加算

した額） 

(２) 前項第２号に掲げる職員 4,100円（満27歳に達する日以後の

最初の３月31日までの間にある者にあっては9,400円を、満27歳に

達する日以後の最初の４月１日から満32歳に達する日以後の最初

の３月31日までの間にある者にあっては4,700円をその額に加算

した額） 

３ 前２項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項

は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。 

３ 前２項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項

は、人事委員会の承認を得て区規則で定める。 

（単身赴任手当） （単身赴任手当） 

第12条の２ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住

居を移転し、父母の疾病その他の区規則で定めるやむを得ない事情

により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当

該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の

直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して区規則

で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身

で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。

ただし、配偶者等の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤

距離等を考慮して区規則で定める基準に照らして困難であると認め

られない場合は、この限りでない。 

第12条の２ 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住

居を移転し、父母の疾病その他の区規則で定めるやむを得ない事情

により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該

異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直

後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して区規則で

定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で

生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。た

だし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離

等を考慮して区規則で定める基準に照らして困難であると認められ

ない場合は、この限りでない。 

２ 単身赴任手当の月額は、30,000円（区規則で定めるところにより

算定した職員の住居と配偶者等の住居との間の交通距離（以下単に

「交通距離」という。）が区規則で定める距離以上である職員にあっ

ては、その額に、14,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応

じて区規則で定める額を加算した額）とする。 

２ 単身赴任手当の月額は、30,000円（区規則で定めるところにより

算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離（以下単に「交

通距離」という。）が区規則で定める距離以上である職員にあって

は、その額に、14,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じ

て区規則で定める額を加算した額）とする。 

３ 第１項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必

要があると認められるものとして区規則で定める職員には、前２項

の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。 

３ 第１項の規定による単身赴任手当を支給される職員との均衡上必

要があると認められるものとして区規則で定める職員には、前２項

の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。 

４ 前３項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な

事項は、区規則で定める。 

４ 前３項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な

事項は、区規則で定める。 
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改正後 改正前 

５ 前各項の区規則を定めるに当たっては、人事委員会の承認を得る

ものとする。 

５ 前各項の区規則を定めるに当たっては、人事委員会の承認を得る

ものとする。 

附 則（令和５年 月 日条例第 号）  

（施行期日）  

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。   

（職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）  

２ 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成30年３月世

田谷区条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  改め文省略（別紙 新旧対照表参照） 
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職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

１～10 省略 １～10 省略 

（扶養手当に関する特例措置） （扶養手当に関する特例措置） 

11 平成30年３月31日において、この条例による改正前の職員の給与

に関する条例第10条第２項第２号に該当する扶養親族たる子のうち

１人（職員に配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下同じ。）のない場合に限る。以下「配偶者を欠

く一子」という。）を扶養することにより扶養手当を受けている職員

（同号に該当する扶養親族たる子（配偶者を欠く一子を除く。）を扶

養することにより扶養手当を受けているものを除く。）が、施行日以

後、引き続き、配偶者を有しない場合（職員の給与に関する条例の一

部を改正する条例（令和５年６月世田谷区条例第●●号。以下「一部

改正条例」という。）の施行の日以後にあっては、配偶者及びパート

ナーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、

互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活

において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚

姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。）の相

手方（以下「パートナーシップ関係の相手方」という。）のいずれも

有しない場合）で、かつ、満15歳に達する日後の最初の４月１日から

満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にない配偶者を欠

く一子を扶養する場合（当該職員が改正後の条例第10条第２項第２

号に該当する扶養親族たる子を新たに扶養することにより扶養手当

の支給額が改定されるときを除く。）その他これに準ずる場合には、

改正後の条例第10条の規定及び前項の規定にかかわらず、次の各号

に掲げる年度に限り、当該各号に定める月額の配偶者を欠く一子に

係る扶養手当を支給するものとする。 

11 平成30年３月31日において、この条例による改正前の職員の給与

に関する条例第10条第２項第２号に該当する扶養親族たる子のうち

１人（職員に配偶者のない場合に限る。以下「配偶者を欠く一子」と

いう。）を扶養することにより扶養手当を受けている職員（同号に該

当する扶養親族たる子（配偶者を欠く一子を除く。）を扶養すること

により扶養手当を受けているものを除く。）が施行日以後、引き続

き、満15歳に達する日後の最初の４月１日から満22歳に達する日以

後の最初の３月31日までの間にない配偶者を欠く一子を扶養する場

合（当該職員が改正後の条例第10条第２項第２号に該当する扶養親

族たる子を新たに扶養することにより扶養手当の支給額が改定され

るときを除く。）その他これに準ずる場合には、改正後の条例第10条

の規定及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度に限り、

当該各号に定める月額の配偶者を欠く一子に係る扶養手当を支給す

るものとする。 

(１) 平成30年度 11,500円 (１) 平成30年度 11,500円 
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改正後 改正前 

(２) 平成31年度から平成35年度まで 13,000円 (２) 平成31年度から平成35年度まで 13,000円 

12 前項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者又はパート

ナーシップ関係の相手方（以下「配偶者等」という。）を有するに至

った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠くに

至った場合（当該扶養手当に係る配偶者を欠く一子が満15歳に達し

た日以後の最初の３月31日の経過により、当該扶養手当を受ける要

件を欠くに至った場合を除く。）には、その職員は、直ちにその旨を

任命権者に届け出なければならない。 

12 前項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者を有するに

至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠く

に至った場合（当該扶養手当に係る配偶者を欠く一子が満15歳に達

した日以後の最初の３月31日の経過により、当該扶養手当を受ける

要件を欠くに至った場合を除く。）には、その職員は、直ちにその旨

を任命権者に届け出なければならない。 

13 省略 13 省略 

14 附則第11項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者等を

有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要

件を欠くに至った場合においては、これらの事実が生じた日（一部

改正条例の施行の日前にパートナーシップ関係の相手方を有するに

至った場合は、同日）の属する月の翌月（これらの日が月の初日であ

るときは、その日の属する月）からその支給額を改定する。 

14 附則第11項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者を有

するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件

を欠くに至った場合においては、これらの事実が生じた日の属する

月の翌月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月）

からその支給額を改定する。 

15～17 省略 15～17 省略 
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幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○幼稚園教育職員の給与に関する条例 ○幼稚園教育職員の給与に関する条例 

平成12年３月13日条例第22号 平成12年３月13日条例第22号 

（扶養手当） （扶養手当） 

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主とし

てその職員の扶養を受けているものをいう。 

２ 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主とし

てその職員の扶養を受けているものをいう。 

(１) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。）又はパートナーシップ関係（双方又はいずれか一方

が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相

互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うこと

を約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が

認める二者間の関係をいう。）の相手方 

(１) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。以下同じ。） 

(２) 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子 (２) 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある子 

(３) 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある孫 (３) 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある孫 

(４) 満60歳以上の父母及び祖父母 (４) 満60歳以上の父母及び祖父母 

(５) 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある弟妹 (５) 満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある弟妹 

(６) 心身の著しい障害により、将来にわたって労務に携わること

ができない者 

(６) 心身の著しい障害により、将来にわたって労務に携わること

ができない者 

３ 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、

扶養親族１人につき当該各号に掲げる額とする。 

３ 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、

扶養親族１人につき当該各号に掲げる額とする。 

(１) 前項第１号及び第３号から第６号までに該当する扶養親族 

6,000円 

(１) 前項第１号及び第３号から第６号までに該当する扶養親族 

6,000円 

(２) 前項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」と

いう。） 9,000円 

(２) 前項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」と

いう。） 9,000円 

４ 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の４月１日か

ら満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間（以下「特定期

４ 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の４月１日か

ら満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間（以下「特定期
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改正後 改正前 

間」という。）にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前

項の規定にかかわらず、4,000円に特定期間にある当該扶養親族たる

子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。 

間」という。）にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前

項の規定にかかわらず、4,000円に特定期間にある当該扶養親族たる

子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。 

附 則（令和５年 月 日条例第 号）  

（施行期日）  

１ この条例は、令和５年７月１日から施行する。   

（職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正）  

２ 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成

３０年３月世田谷区条例第７号）の一部を次のように改正する。 

  改め文省略（別紙 新旧対照表参照） 
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幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○幼稚園教育職員の給与に関する条例 ○幼稚園教育職員の給与に関する条例 

平成12年３月13日条例第22号 平成12年３月13日条例第22号 

附 則（平成30年３月６日条例第７号） 附 則（平成30年３月６日条例第７号） 

１～２（略） １～２（略） 

３ 平成30年３月31日において、この条例による改正前の幼稚園教育

職員の給与に関する条例第11条第２項第２号に該当する扶養親族た

る子のうち１人（職員に配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同じ。）のない場合に限る。以下

「配偶者を欠く一子」という。）を扶養することにより扶養手当を

受けている職員（同号に該当する扶養親族たる子（配偶者を欠く一

子を除く。）を扶養することにより扶養手当を受けているものを除

く。）が、この条例の施行の日以後、引き続き、配偶者を有しない

場合（幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（令

和５年６月世田谷区条例第●●号。以下「一部改正条例」という。）

の施行の日以後にあっては、配偶者及びパートナーシップ関係（双

方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパー

トナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に

協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当する

と任命権者が認める二者間の関係をいう。）の相手方（以下「パー

トナーシップ関係の相手方」という。）のいずれも有しない場合）

で、かつ、満15歳に達する日後の最初の４月１日から満22歳に達す

る日以後の最初の３月31日までの間にない配偶者を欠く一子を扶養

する場合（当該職員が改正後の条例第11条第２項第２号に該当する

扶養親族たる子を新たに扶養することにより扶養手当の支給額が改

定されるときを除く。）その他これに準ずる場合には、改正後の条

例第11条の規定及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年

３ 平成30年３月31日において、この条例による改正前の幼稚園教育

職員の給与に関する条例第11条第２項第２号に該当する扶養親族た

る子のうち１人（職員に配偶者のない場合に限る。以下「配偶者を

欠く一子」という。）を扶養することにより扶養手当を受けている

職員（同号に該当する扶養親族たる子（配偶者を欠く一子を除く。）

を扶養することにより扶養手当を受けているものを除く。）が、こ

の条例の施行の日以後、引き続き、満15歳に達する日後の最初の４

月１日から満22歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にない

配偶者を欠く一子を扶養する場合（当該職員が改正後の条例第11条

第２項第２号に該当する扶養親族たる子を新たに扶養することによ

り扶養手当の支給額が改定されるときを除く。）その他これに準ず

る場合には、改正後の条例第11条の規定及び前項の規定にかかわら

ず、次の各号に掲げる年度に限り、当該各号に定める月額の配偶者

を欠く一子に係る扶養手当を支給するものとする。 
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改正後 改正前 

度に限り、当該各号に定める月額の配偶者を欠く一子に係る扶養手

当を支給するものとする。 

(１) 平成30年度 11,500円 (１) 平成30年度 11,500円 

(２) 平成31年度から平成35年度まで 13,000円 (２) 平成31年度から平成35年度まで 13,000円 

４ 前項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者又はパート

ナーシップ関係の相手方（以下「配偶者等」という。）を有するに

至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠く

に至った場合（当該扶養手当に係る配偶者を欠く一子が満15歳に達

した日以後の最初の３月31日の経過により、当該扶養手当を受ける

要件を欠くに至った場合を除く。）には、その職員は、直ちにその

旨を教育委員会に届け出なければならない。 

４ 前項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者を有するに

至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件を欠く

に至った場合（当該扶養手当に係る配偶者を欠く一子が満15歳に達

した日以後の最初の３月31日の経過により、当該扶養手当を受ける

要件を欠くに至った場合を除く。）には、その職員は、直ちにその

旨を教育委員会に届け出なければならない。 

５ 前項の規定による届出は、改正後の条例第12条第１項の規定によ

る届出とみなす。 

５ 前項の規定による届出は、改正後の条例第12条第１項の規定によ

る届出とみなす。 

６ 附則第３項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者等を

有するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要

件を欠くに至った場合においては、これらの事実が生じた日（一部

改正条例の施行の日前にパートナーシップ関係の相手方を有するに

至った場合は、同日）の属する月の翌月（これらの日が月の初日で

あるときは、その日の属する月）からその支給額を改定する。 

６ 附則第３項の規定により扶養手当を受けている職員が配偶者を有

するに至った場合その他の同項の規定による扶養手当を受ける要件

を欠くに至った場合においては、これらの事実が生じた日の属する

月の翌月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月）

からその支給額を改定する。 
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職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

（遺族の範囲及び順位） （遺族の範囲及び順位） 

第４条 前条第１項に規定する遺族は、次に掲げるものとする。 第４条 前条第１項に規定する遺族は、次に掲げるものとする。 

(１) 配偶者（届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同

様の事情にあった者を含む。）又は職員の死亡の当時において、パ

ートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的マイノリティ

であり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日

常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係

その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係を

いう。）の相手方（以下「パートナーシップ関係の相手方」とい

う。）であった者 

(１) 配偶者（届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同

様の事情にあった者を含む。） 

(２) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主として

その収入によって生計を維持していたもの 

(２) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主として

その収入によって生計を維持していたもの 

(３) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入に

よって生計を維持していた親族 

(３) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入に

よって生計を維持していた親族 

(４) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第２号に該当しないもの (４) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第２号に該当しないもの 

２～３ 省略 ２～３ 省略 

（失業者の退職手当） （失業者の退職手当） 

第13条 勤続期間12月以上（特定退職者（雇用保険法（昭和49年法律第

116号）第23条第２項に規定する特定受給資格者に相当するものとし

て世田谷区規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。）に

あっては、６月以上）で退職した職員（第５項の規定に該当する者を

除く。）であって、第１号に掲げる額が第２号に掲げる額に満たない

ものが、当該退職した職員を同法第15条第１項に規定する受給資格

者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第３

項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条

第１項第１号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第２

第13条 勤続期間12月以上（特定退職者（雇用保険法（昭和49年法律第

116号）第23条第２項に規定する特定受給資格者に相当するものとし

て世田谷区規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。）に

あっては、６月以上）で退職した職員（第５項の規定に該当する者を

除く。）であって、第１号に掲げる額が第２号に掲げる額に満たない

ものが、当該退職した職員を同法第15条第１項に規定する受給資格

者と、当該退職した職員の基準勤続期間の年月数を同法第22条第３

項に規定する算定基礎期間の年月数と、当該退職の日を同法第20条

第１項第１号に規定する離職の日と、特定退職者を同法第23条第２
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改正後 改正前 

項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第１項を適用し

た場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各

号に定める期間（当該期間内に妊娠、出産、育児その他世田谷区規則

で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者

が世田谷区規則で定めるところにより区長にその旨を申し出た場合

には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するも

のとし、その加算された期間が４年を超えるときは、４年とする。第

３項において「支給期間」という。）内に失業している場合におい

て、第１号に規定する一般の退職手当等の額を第２号に規定する基

本手当の日額で除して得た数（１未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。）に等しい日数（以下「待期日数」という。）を超えて

失業しているときは、当該一般の退職手当等のほかその超える部分

の失業の日につき同号に規定する基本手当の日額に相当する金額

を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従

い、支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を

減じた日数分を超えては支給しない。 

項に規定する特定受給資格者とみなして同法第20条第１項を適用し

た場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各

号に定める期間（当該期間内に妊娠、出産、育児その他世田谷区規則

で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者

が世田谷区規則で定めるところにより区長にその旨を申し出た場合

には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するも

のとし、その加算された期間が４年を超えるときは、４年とする。第

３項において「支給期間」という。）内に失業している場合におい

て、第１号に規定する一般の退職手当等の額を第２号に規定する基

本手当の日額で除して得た数（１未満の端数があるときは、これを

切り捨てる。）に等しい日数（以下「待期日数」という。）を超えて

失業しているときは、当該一般の退職手当等のほかその超える部分

の失業の日につき同号に規定する基本手当の日額に相当する金額

を、退職手当として、同法の規定による基本手当の支給の条件に従

い、支給する。ただし、同号に規定する所定給付日数から待期日数を

減じた日数分を超えては支給しない。 

(１) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等

の額 

(１) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等

の額 

(２) その者を雇用保険法第15条第１項に規定する受給資格者と、

その者の基準勤続期間を同法第17条第１項に規定する被保険者期

間と、当該退職の日を同法第20条第１項第１号に規定する離職の

日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第３項に規定

する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合

に同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基

本手当の日額にその者に係る同法第22条第１項に規定する所定給

付日数（以下「所定給付日数」という。）を乗じて得た額 

(２) その者を雇用保険法第15条第１項に規定する受給資格者と、

その者の基準勤続期間を同法第17条第１項に規定する被保険者期

間と、当該退職の日を同法第20条第１項第１号に規定する離職の

日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第22条第３項に規定

する算定基礎期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合

に同法第16条の規定によりその者が支給を受けることができる基

本手当の日額にその者に係る同法第22条第１項に規定する所定給

付日数（以下「所定給付日数」という。）を乗じて得た額 

２ 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場

合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員

２ 前項の基準勤続期間とは、職員としての勤続期間をいう。この場

合において、当該勤続期間に係る職員となった日前に職員又は職員
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改正後 改正前 

以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が１月以上あるも

の（季節的業務に４箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的

に４箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続

き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。）であった者（以下

この項において「職員等」という。）であったことがあるものについ

ては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は

当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれていると

きは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。 

以外の者で勤務日数が職員みなし日数以上ある月が１月以上あるも

の（季節的業務に４箇月以内の期間を定めて雇用され、又は季節的

に４箇月以内の期間を定めて雇用されていた者にあっては、引き続

き当該所定の期間を超えて勤務したものに限る。）であった者（以下

この項において「職員等」という。）であったことがあるものについ

ては、当該職員等であった期間を含むものとし、当該勤続期間又は

当該職員等であった期間に次の各号に掲げる期間が含まれていると

きは、当該各号に掲げる期間に該当する全ての期間を除く。 

(１) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等とな

った日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前

１年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前

の職員等であった期間 

(１) 当該勤続期間又は当該職員等であった期間に係る職員等とな

った日の直前の職員等でなくなった日が当該職員等となった日前

１年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなった日前

の職員等であった期間 

(２) 当該勤続期間に係る職員となった日前に退職手当の支給を受

けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職

の日以前の職員等であった期間 

(２) 当該勤続期間に係る職員となった日前に退職手当の支給を受

けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職

の日以前の職員等であった期間 

３ 勤続期間12月以上（特定退職者にあっては、６月以上）で退職した

職員（第６項の規定に該当する者を除く。）が、支給期間内に失業し

ている場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受け

ないときは、その失業の日につき第１項第２号の規定の例によりそ

の者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受け

ることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、

同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、

同号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場

合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては

支給しない。 

３ 勤続期間12月以上（特定退職者にあっては、６月以上）で退職した

職員（第６項の規定に該当する者を除く。）が、支給期間内に失業し

ている場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受け

ないときは、その失業の日につき第１項第２号の規定の例によりそ

の者につき雇用保険法の規定を適用した場合にその者が支給を受け

ることができる基本手当の日額に相当する金額を、退職手当として、

同法の規定による基本手当の支給の条件に従い支給する。ただし、

同号の規定の例によりその者につき雇用保険法の規定を適用した場

合におけるその者に係る所定給付日数に相当する日数分を超えては

支給しない。 

４ 第１項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に

達したことその他の世田谷区規則で定める理由によるものである職

員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場

４ 第１項及び前項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に

達したことその他の世田谷区規則で定める理由によるものである職

員が当該退職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場
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合において、世田谷区規則で定めるところにより、区長にその旨を

申し出たときは、第１項中「同項各号に掲げる受給資格者の区分に

応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「同項各号に掲げる受給資

格者の区分に応じた当該各号に定める期間と、求職の申込みをしな

いことを希望する一定の期間（１年を限度とする。）に相当する期間

を合算した期間（当該求職の申込みをしないことを希望する一定の

期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該

基本手当の受給資格に係る退職の日の翌日から当該求職の申込みを

した日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間）」と、「当

該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」

とあるのは「次項において読み替えられた第１項に規定する支給期

間」とし、当該退職の日後に事業（その実施期間が30日未満のものそ

の他世田谷区規則で定めるものを除く。）を開始した職員その他こ

れに準ずるものとして世田谷区規則で定める職員が世田谷区規則で

定めるところにより、区長にその旨を申し出たときは、当該事業の

実施期間（当該実施期間の日数が４年から第１項及びこの項の規定

により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当

該超える日数を除く。）は、第１項及びこの項の規定により算定され

る期間に算入しない。 

合において、世田谷区規則で定めるところにより、区長にその旨を

申し出たときは、第１項中「同項各号に掲げる受給資格者の区分に

応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「同項各号に掲げる受給資

格者の区分に応じた当該各号に定める期間と、求職の申込みをしな

いことを希望する一定の期間（１年を限度とする。）に相当する期間

を合算した期間（当該求職の申込みをしないことを希望する一定の

期間内に求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該

基本手当の受給資格に係る退職の日の翌日から当該求職の申込みを

した日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間）」と、「当

該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、前項中「支給期間」

とあるのは「次項において読み替えられた第１項に規定する支給期

間」とし、当該退職の日後に事業（その実施期間が30日未満のものそ

の他世田谷区規則で定めるものを除く。）を開始した職員その他こ

れに準ずるものとして世田谷区規則で定める職員が世田谷区規則で

定めるところにより、区長にその旨を申し出たときは、当該事業の

実施期間（当該実施期間の日数が４年から第１項及びこの項の規定

により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当

該超える日数を除く。）は、第１項及びこの項の規定により算定され

る期間に算入しない。 

５ 勤続期間６月以上で退職した職員であって、その者を雇用保険法

第４条第１項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の２

第１項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第１号に

掲げる額が第２号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業して

いる場合には、一般の退職手当等のほか、同号に掲げる額から第１

号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法

の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。 

５ 勤続期間６月以上で退職した職員であって、その者を雇用保険法

第４条第１項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の２

第１項に規定する高年齢被保険者に該当するもののうち、第１号に

掲げる額が第２号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業して

いる場合には、一般の退職手当等のほか、同号に掲げる額から第１

号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法

の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。 

(１) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等

の額 

(１) その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等

の額 
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(２) その者を雇用保険法第37条の３第２項に規定する高年齢受給

資格者と、その者の基準勤続期間（第２項に規定する基準勤続期

間をいう。以下この号において同じ。）を同法第17条第１項に規定

する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第１項第１号に

規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37

条の４第３項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を

適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職

者給付金の額に相当する額 

(２) その者を雇用保険法第37条の３第２項に規定する高年齢受給

資格者と、その者の基準勤続期間（第２項に規定する基準勤続期

間をいう。以下この号において同じ。）を同法第17条第１項に規定

する被保険者期間と、当該退職の日を同法第20条第１項第１号に

規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第37

条の４第３項の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を

適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職

者給付金の額に相当する額 

６ 勤続期間６月以上で退職した職員であって、その者を雇用保険法

第４条第１項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の２

第１項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業

している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受

けないときは、前項第２号の規定の例によりその者につき同法の規

定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職

者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定によ

る高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。 

６ 勤続期間６月以上で退職した職員であって、その者を雇用保険法

第４条第１項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の２

第１項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業

している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受

けないときは、前項第２号の規定の例によりその者につき同法の規

定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職

者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定によ

る高年齢求職者給付金の支給の条件に従い支給する。 

７ 第１項又は第３項に規定する場合のほか、これらの規定による退

職手当の支給を受ける者に対しては、次の各号のいずれかに掲げる

場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当

の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第１項又は

第３項の退職手当を支給することができる。 

７ 第１項又は第３項に規定する場合のほか、これらの規定による退

職手当の支給を受ける者に対しては、次の各号のいずれかに掲げる

場合には、雇用保険法第24条から第28条までの規定による基本手当

の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に従い、第１項又は

第３項の退職手当を支給することができる。 

(１) その者が区長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第

24条第１項に規定する公共職業訓練等を受ける場合 

(１) その者が区長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第

24条第１項に規定する公共職業訓練等を受ける場合 

(２) その者が次のいずれかに該当する場合 (２) その者が次のいずれかに該当する場合 

ア 特定退職者であって、雇用保険法第24条の２第１項各号に掲

げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当

し、かつ、区長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を

促進するために必要な職業安定法（昭和22年法律第141号）第４

ア 特定退職者であって、雇用保険法第24条の２第１項各号に掲

げる者に相当する者として規則で定める者のいずれかに該当

し、かつ、区長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を

促進するために必要な職業安定法（昭和22年法律第141号）第４
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条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めた

もの 

条第４項に規定する職業指導を行うことが適当であると認めた

もの 

イ 雇用保険法第22条第２項に規定する厚生労働省令で定める理

由により就職が困難な者であって、同法第24条の２第１項第２

号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、か

つ、区長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進す

るために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を

行うことが適当であると認めたもの 

イ 雇用保険法第22条第２項に規定する厚生労働省令で定める理

由により就職が困難な者であって、同法第24条の２第１項第２

号に掲げる者に相当する者として規則で定める者に該当し、か

つ、区長が同項に規定する指導基準に照らして再就職を促進す

るために必要な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を

行うことが適当であると認めたもの 

(３) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第１項の規定による措置を

決定した場合 

(３) 厚生労働大臣が雇用保険法第25条第１項の規定による措置を

決定した場合 

(４) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第１項の規定による措置を

決定した場合 

(４) 厚生労働大臣が雇用保険法第27条第１項の規定による措置を

決定した場合 

８ 第１項、第３項及び第５項から前項までに定めるもののほか、第

１項又は第３項の規定による退職手当の支給を受けることができる

者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号

に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習

得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支

援費の支給の条件に従い支給する。 

８ 第１項、第３項及び第５項から前項までに定めるもののほか、第

１項又は第３項の規定による退職手当の支給を受けることができる

者で次の各号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当該各号

に掲げる金額を、退職手当として、雇用保険法の規定による技能習

得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支

援費の支給の条件に従い支給する。 

(１) 区長が雇用保険法の規定の例により指示した雇用保険法第36

条に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第４項に規定

する技能習得手当の額に相当する金額 

(１) 区長が雇用保険法の規定の例により指示した雇用保険法第36

条に規定する公共職業訓練等を受けている者 同条第４項に規定

する技能習得手当の額に相当する金額 

(２) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により

生計を維持されている同居の親族（届出をしていないが、事実上

その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第５号において

同じ。）又はパートナーシップ関係の相手方と別居して寄宿する

者 雇用保険法第36条第４項に規定する寄宿手当の額に相当する

金額 

(２) 前号に規定する公共職業訓練等を受けるため、その者により

生計を維持されている同居の親族（届出をしていないが、事実上

その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）と別居して寄

宿する者 雇用保険法第36条第４項に規定する寄宿手当の額に相

当する金額 

(３) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後におい (３) 退職後公共職業安定所に出頭し求職の申込みをした後におい
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て、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保

険法第37条第３項に規定する傷病手当の日額に相当する金額 

て、疾病又は負傷のために職業に就くことができない者 雇用保

険法第37条第３項に規定する傷病手当の日額に相当する金額 

(４) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の３第３項に規定する就

業促進手当の額に相当する金額 

(４) 職業に就いた者 雇用保険法第56条の３第３項に規定する就

業促進手当の額に相当する金額 

(５) 公共職業安定所、職業安定法第４条第９項に規定する特定地

方公共団体若しくは同法第18条の２に規定する職業紹介事業者の

紹介した職業に就くため、又は区長が雇用保険法の規定の例によ

り指示した同法第58条第１項に規定する公共職業訓練等を受ける

ため、その住所又は居所を変更する者 その者及びその者により

生計を維持されている同居の親族又はパートナーシップ関係の相

手方の移転に通常要する費用を考慮した同条第２項に規定する移

転費の額に相当する金額 

(５) 公共職業安定所、職業安定法第４条第９項に規定する特定地

方公共団体若しくは同法第18条の２に規定する職業紹介事業者の

紹介した職業に就くため、又は区長が雇用保険法の規定の例によ

り指示した同法第58条第１項に規定する公共職業訓練等を受ける

ため、その住所又は居所を変更する者 同条第２項に規定する移

転費の額に相当する金額 

(６) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第１項各号のいずれかに該

当する行為をする者 同条第２項に規定する求職活動支援費の額

に相当する金額 

(６) 求職活動に伴い雇用保険法第59条第１項各号のいずれかに該

当する行為をする者 同条第２項に規定する求職活動支援費の額

に相当する金額 

９～14 省略 ９～14 省略  

附 則（令和５年 月 日条例第 号）  

この条例は、令和５年７月１日から施行する。  
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職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 ○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

平成10年３月12日条例第14号 平成10年３月12日条例第14号 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限） （育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限） 

第９条の２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子（民法

（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該

職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家

庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係

属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定によ

り同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託

されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含

む。以下この項並びに次条第１項及び第３項並びに第９条の４第１

項及び第３項において同じ。）のある職員（職員の配偶者（届出をし

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）又はパート

ナーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、

互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活

において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚

姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。）の相

手方（以下「配偶者等」という。）で当該子の親であるものが、深夜

（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）におい

て常態として当該子を養育することができるものとして規則で定め

る者に該当する場合における当該職員を除く。）が当該子を養育す

るために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、深夜に

おける勤務をさせてはならない。 

第９条の２ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子（民法

（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該

職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家

庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係

属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定によ

り同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託

されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含

む。以下この項並びに次条第１項及び第３項並びに第９条の４第１

項及び第３項において同じ。）のある職員（職員の配偶者（届出をし

ないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）で

当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の午前５時まで

の間をいう。以下同じ。）において常態として当該子を養育すること

ができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職

員を除く。）が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支

障がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。 

２ 前項の規定は、要介護者（第16条第１項に規定する日常生活を営

むことに支障がある者をいう。以下同じ。）を介護する職員について

２ 前項の規定は、要介護者（第16条第１項に規定する日常生活を営

むことに支障がある者をいう。以下同じ。）を介護する職員について

Horii103
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改正後 改正前 

準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するま

での子（民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定によ

り職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成

立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件

が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監

護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３

号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親であ

る職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で

定める者を含む。以下この項並びに次条第１項及び第３項並びに第

９条の４第１項及び第３項において同じ。）のある職員（職員の配偶

者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）

又はパートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的マイノリ

ティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、

日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係

その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をい

う。）の相手方（以下「配偶者等」という。）で当該子の親であるも

のが、深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同

じ。）において常態として当該子を養育することができるものとし

て規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が当

該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介

護」と読み替えるものとする。 

準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達するま

での子（民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定によ

り職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成

立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件

が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が現に監

護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３

号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親であ

る職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で

定める者を含む。以下この項並びに次条第１項及び第３項並びに第

９条の４第１項及び第３項において同じ。）のある職員（職員の配偶

者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下同じ。）で当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の

午前５時までの間をいう。以下同じ。）において常態として当該子を

養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合に

おける当該職員を除く。）が当該子を養育」とあるのは、「要介護者

のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜に

おける勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、

規則で定める。 

３ 前２項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜に

おける勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、

規則で定める。 

（３歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤

務の制限） 

（３歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤

務の制限） 

第９条の３ 任命権者は、３歳に満たない子のある職員が当該子を養

育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、超

第９条の３ 任命権者は、３歳に満たない子のある職員が当該子を養

育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、超
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改正後 改正前 

過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのでき

ない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。 

過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのでき

ない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この

場合において、同項中「３歳に満たない子のある職員が当該子を養

育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読

み替えるものとする。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この

場合において、同項中「３歳に満たない子のある職員が当該子を養

育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読

み替えるものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、３歳に満たない子の育児又は要介

護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事

委員会の承認を得て、規則で定める。 

３ 前２項に規定するもののほか、３歳に満たない子の育児又は要介

護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事

委員会の承認を得て、規則で定める。 

（小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を

行う職員の超過勤務の制限） 

（小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を

行う職員の超過勤務の制限） 

第９条の４ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障があ

る場合を除き、規則で定める時間を超えて、超過勤務をさせてはな

らない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨

時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。 

第９条の４ 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障があ

る場合を除き、規則で定める時間を超えて、超過勤務をさせてはな

らない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨

時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この

場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介

護者を介護」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この

場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介

護者を介護」と読み替えるものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するまでの

子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必

要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。 

３ 前２項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するまでの

子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必

要な事項は、人事委員会の承認を得て、規則で定める。 

（特別休暇） （特別休暇） 

第15条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の

事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇（以下

「特別休暇」という。）として、次の各号に掲げる職員の区分に応

じ、当該各号に定める休暇を承認するものとする。 

第15条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の

事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇（以下

「特別休暇」という。）として、次の各号に掲げる職員の区分に応

じ、当該各号に定める休暇を承認するものとする。 



4/5 

改正後 改正前 

(１) 地方公務員法第22条の３第１項の規定により臨時的に任用さ

れた職員及び育児休業法第６条第１項の規定により臨時的に任用

された職員（常時勤務を要する者に限る。） 公民権行使等休暇、

不妊治療のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健

診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔

休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護休暇及び

短期の介護休暇 

(１) 地方公務員法第22条の３第１項の規定により臨時的に任用さ

れた職員及び育児休業法第６条第１項の規定により臨時的に任用

された職員（常時勤務を要する者に限る。） 公民権行使等休暇、

不妊治療のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健

診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔

休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護休暇及び

短期の介護休暇 

(２) 前号に掲げる職員以外の職員 公民権行使等休暇、不妊治療

のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、

妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災

害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看

護休暇及び短期の介護休暇 

(２) 前号に掲げる職員以外の職員 公民権行使等休暇、不妊治療

のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、

妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災

害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看

護休暇及び短期の介護休暇 

２ 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、人事委員

会の承認を得て、規則で定める。 

２ 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、人事委員

会の承認を得て、規則で定める。 

（介護休暇） （介護休暇） 

第16条 任命権者は、職員がその配偶者等、父母、子、配偶者等の父母

その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営む

ことに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当で

あると認められる場合における休暇として、介護休暇（前条第１項

に規定するものを除く。以下この条において同じ。）を承認するもの

とする。 

第16条 任命権者は、職員がその配偶者、父母、子、配偶者の父母その

他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むこと

に支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当である

と認められる場合における休暇として、介護休暇（前条第１項に規

定するものを除く。以下この条において同じ。）を承認するものとす

る。 

２ 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承

認を得て、規則で定める。 

２ 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承

認を得て、規則で定める。 

（介護時間） （介護時間） 

第16条の２ 任命権者は、職員が要介護者の介護をするため、勤務し

ないことが相当であると認められる場合における休暇として、１日

の勤務時間の一部について勤務しないこと（次項において「介護時

間」という。）を承認するものとする。 

第16条の２ 任命権者は、職員が要介護者の介護をするため、勤務し

ないことが相当であると認められる場合における休暇として、１日

の勤務時間の一部について勤務しないこと（次項において「介護時

間」という。）を承認するものとする。 
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改正後 改正前 

２ 介護時間に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承

認を得て、規則で定める。 

２ 介護時間に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承

認を得て、規則で定める。 

 附 則（令和５年〇月〇日条例第〇号）  

この条例は、令和５年７月１日から施行する。  
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幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 ○幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例 

平成12年３月13日条例第21号 平成12年３月13日条例第21号 

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限） （育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限） 

第11条 教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子（民法（明

治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職員

との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁

判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属し

ている場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児

童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定により

同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託さ

れている児童その他これらに準ずる者として教育委員会規則で定め

る者を含む。以下この項並びに次条第１項及び第３項並びに第11条

の３第１項及び第３項において同じ。）のある職員（職員の配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）

又はパートナーシップ関係（双方又はいずれか一方が性的マイノリ

ティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、

日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係

その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をい

う。）の相手方（以下「配偶者等」という。）で当該子の親である

ものが、深夜（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下

同じ。）において常態として当該子を養育することができるものと

して教育委員会規則で定める者に該当する場合における当該職員を

除く。）が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障

がある場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。 

第11条 教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子（民法（明

治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定により職員が当該職員

との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁

判所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属し

ている場合に限る。）であって、当該職員が現に監護するもの、児

童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１項第３号の規定により

同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である職員に委託さ

れている児童その他これらに準ずる者として教育委員会規則で定め

る者を含む。以下この項並びに次条第１項及び第３項並びに第11条

の３第１項及び第３項において同じ。）のある職員（職員の配偶者

（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以

下同じ。）で当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の

午前５時までの間をいう。以下同じ。）において常態として当該子

を養育することができるものとして教育委員会規則で定める者に該

当する場合における当該職員を除く。）が当該子を養育するために

請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、深夜における勤

務をさせてはならない。 

２ 前項の規定は、要介護者（第18条第１項に規定する日常生活を営

むことに支障がある者をいう。以下同じ。）を介護する職員につい

２ 前項の規定は、要介護者（第18条第１項に規定する日常生活を営

むことに支障がある者をいう。以下同じ。）を介護する職員につい

Horii103
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て準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達す

るまでの子（民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定

により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組

の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判

事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が

現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１

項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里

親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として

教育委員会規則で定める者を含む。以下この項並びに次条第１項及

び第３項並びに第11条の３第１項及び第３項において同じ。）のあ

る職員（職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。）又はパートナーシップ関係（双方又はいずれ

か一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、

相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うこと

を約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認

める二者間の関係をいう。）の相手方（以下「配偶者等」という。）

で当該子の親であるものが、深夜（午後10時から翌日の午前５時ま

での間をいう。以下同じ。）において常態として当該子を養育する

ことができるものとして教育委員会規則で定める者に該当する場合

における当該職員を除く。）が当該子を養育」とあるのは、「要介

護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。 

て準用する。この場合において、同項中「小学校就学の始期に達す

るまでの子（民法（明治29年法律第89号）第817条の２第１項の規定

により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組

の成立について家庭裁判所に請求した者（当該請求に係る家事審判

事件が裁判所に係属している場合に限る。）であって、当該職員が

現に監護するもの、児童福祉法（昭和22年法律第164号）第27条第１

項第３号の規定により同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里

親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として

教育委員会規則で定める者を含む。以下この項並びに次条第１項及

び第３項並びに第11条の３第１項及び第３項において同じ。）のあ

る職員（職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事

情にある者を含む。以下同じ。）で当該子の親であるものが、深夜

（午後10時から翌日の午前５時までの間をいう。以下同じ。）にお

いて常態として当該子を養育することができるものとして教育委員

会規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。）が当

該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を

介護」と読み替えるものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜に

おける勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、

教育委員会規則で定める。 

３ 前２項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜に

おける勤務の制限に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て、

教育委員会規則で定める。 

（３歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤

務の制限） 

（３歳に満たない子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤

務の制限） 

第11条の２ 教育委員会は、３歳に満たない子のある職員が当該子を

養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、

第11条の２ 教育委員会は、３歳に満たない子のある職員が当該子を

養育するために請求した場合には、職務に支障がある場合を除き、
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超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることので

きない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでな

い。 

超過勤務をさせてはならない。ただし、災害その他避けることので

きない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでな

い。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この

場合において、同項中「３歳に満たない子のある職員が当該子を養

育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と

読み替えるものとする。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この

場合において、同項中「３歳に満たない子のある職員が当該子を養

育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と

読み替えるものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、３歳に満たない子の育児又は要介

護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事

委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。 

３ 前２項に規定するもののほか、３歳に満たない子の育児又は要介

護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必要な事項は、人事

委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。 

（小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を

行う職員の超過勤務の制限） 

（小学校就学の始期に達するまでの子の育児又は要介護者の介護を

行う職員の超過勤務の制限） 

第11条の３ 教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子のあ

る職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障が

ある場合を除き、教育委員会規則で定める時間を超えて、超過勤務

をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事

由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。 

第11条の３ 教育委員会は、小学校就学の始期に達するまでの子のあ

る職員が当該子を養育するために請求した場合には、職務に支障が

ある場合を除き、教育委員会規則で定める時間を超えて、超過勤務

をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事

由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この

場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要

介護者を介護」と読み替えるものとする。 

２ 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この

場合において、同項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある

職員が当該子を養育」とあるのは、「要介護者のある職員が当該要

介護者を介護」と読み替えるものとする。 

３ 前２項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するまでの

子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必

要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。 

３ 前２項に規定するもののほか、小学校就学の始期に達するまでの

子の育児又は要介護者の介護を行う職員の超過勤務の制限に関し必

要な事項は、人事委員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。 

（特別休暇） （特別休暇） 

第17条 教育委員会は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特

別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇（以

下「特別休暇」という。）として、次の各号に掲げる職員の区分に

第17条 教育委員会は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特

別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇（以

下「特別休暇」という。）として、次の各号に掲げる職員の区分に
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応じ、当該各号に定める休暇を承認するものとする。 応じ、当該各号に定める休暇を承認するものとする。 

(１) 臨時的に任用された職員 公民権行使等休暇、不妊治療のた

めの休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、妊

婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災

害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護休暇及び短期の

介護休暇 

(１) 臨時的に任用された職員 公民権行使等休暇、不妊治療のた

めの休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、妊

婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災

害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看護休暇及び短期の

介護休暇 

(２) 前号に掲げる職員以外の職員 公民権行使等休暇、不妊治療

のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、

妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、

災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子

の看護休暇及び短期の介護休暇 

(２) 前号に掲げる職員以外の職員 公民権行使等休暇、不妊治療

のための休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、

妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、

災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子

の看護休暇及び短期の介護休暇 

２ 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、人事委員

会の承認を得て、教育委員会規則で定める。 

２ 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、人事委員

会の承認を得て、教育委員会規則で定める。 

（介護休暇） （介護休暇） 

第18条 教育委員会は、職員がその配偶者等、父母、子、配偶者等の

父母その他教育委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により

日常生活を営むことに支障があるものの介護をするため、勤務しな

いことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休

暇（前条第１項に規定するものを除く。以下この条において同じ。）

を承認するものとする。 

第18条 教育委員会は、職員がその配偶者、父母、子、配偶者の父母

その他教育委員会規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により日常

生活を営むことに支障があるものの介護をするため、勤務しないこ

とが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇（前

条第１項に規定するものを除く。以下この条において同じ。）を承

認するものとする。 

２ 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承

認を得て、教育委員会規則で定める。 

２ 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承

認を得て、教育委員会規則で定める。 

（介護時間） （介護時間） 

第18条の２ 教育委員会は、職員が要介護者の介護をするため、勤務

しないことが相当であると認められる場合における休暇として、１

日の勤務時間の一部について勤務しないこと（次項において「介護

時間」という。）を承認するものとする。 

第18条の２ 教育委員会は、職員が要介護者の介護をするため、勤務

しないことが相当であると認められる場合における休暇として、１

日の勤務時間の一部について勤務しないこと（次項において「介護

時間」という。）を承認するものとする。 

２ 介護時間に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承２ 介護時間に関しその期間その他の必要な事項は、人事委員会の承
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認を得て、教育委員会規則で定める。 認を得て、教育委員会規則で定める。 

 附 則（令和５年〇月〇日条例第〇号）  

この条例は、令和５年７月１日から施行する。  
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職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○職員の育児休業等に関する条例 ○職員の育児休業等に関する条例 

平成４年３月12日条例第20号 平成４年３月12日条例第20号 

（非常勤職員に係る育児休業をすることができる期間の末日） （非常勤職員に係る育児休業をすることができる期間の末日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

(１) 省略 (１) 省略 

(２) 非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。）又はパートナーシップ関係（双方又は

いずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナ

ーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協

力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当する

と任命権者が認める二者間の関係をいう。）の相手方（以下「配

偶者等」という。）が当該非常勤職員の養育する子の１歳到達日

以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法

その他の法律の規定による育児休業（以下「地方等育児休業」と

いう。）をしている場合において当該非常勤職員が当該子につい

て育児休業をしようとする場合（当該育児休業の期間の初日とさ

れた日が当該子の１歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等

育児休業の期間の初日前である場合を除く。） 当該子が１歳２

か月に達する日（当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日

から起算して育児休業等可能日数（当該子の出生の日から当該子

の１歳到達日までの日数をいう。）から育児休業等取得日数（当

該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法（昭和22年法律

第49号）第65条第１項又は第２項の規定により勤務しなかった日

数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。）

を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経

(２) 非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者を含む。以下同じ。）が当該非常勤職員の養育す

る子の１歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育する

ために育児休業法その他の法律の規定による育児休業（以下「地

方等育児休業」という。）をしている場合において当該非常勤職

員が当該子について育児休業をしようとする場合（当該育児休業

の期間の初日とされた日が当該子の１歳到達日の翌日後である場

合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。） 

当該子が１歳２か月に達する日（当該日が当該育児休業の期間の

初日とされた日から起算して育児休業等可能日数（当該子の出生

の日から当該子の１歳到達日までの日数をいう。）から育児休業

等取得日数（当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法

（昭和22年法律第49号）第65条第１項又は第２項の規定により勤

務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算し

た日数をいう。）を差し引いた日数を経過する日より後の日であ

るときは、当該経過する日） 

Horii103
フリーテキスト
別紙２－８



2/5 

改正後 改正前 

過する日） 

(３) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育する非常勤職員

が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当該子について

この号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合において

第３条第７号に掲げる事情に該当するときにあってはイ及びウに

掲げる場合に該当する場合、世田谷区規則で定める特別の事情が

ある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合） 当該子の

１歳６か月到達日 

(３) １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育する非常勤職員

が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当該子について

この号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合において

第３条第７号に掲げる事情に該当するときにあってはイ及びウに

掲げる場合に該当する場合、世田谷区規則で定める特別の事情が

ある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合） 当該子の

１歳６か月到達日 

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前

号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の

配偶者等が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該

当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の

１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日（当

該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期

間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の

翌日（当該配偶者等がこの号に掲げる場合又はこれに相当する

場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地

方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児

休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前

号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の

配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当

してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１

歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該

育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間

の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日））の翌

日（当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合

に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等

育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業

の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当

該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期

間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっ

ては、当該末日とされた日）において育児休業をしている場合

又は当該非常勤職員の配偶者等が当該子の１歳到達日（当該配

偶者等が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して

する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到

達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において

地方等育児休業をしている場合 

イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当

該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期

間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっ

ては、当該末日とされた日）において育児休業をしている場合

又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到達日（当該配偶

者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする

地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日

後である場合にあっては、当該末日とされた日）において地方

等育児休業をしている場合 
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ウ・エ 省略 ウ・エ 省略 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） （育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６

か月から２歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号

に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの条の

規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第７号に掲げ

る事情に該当するときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当する

場合、世田谷区規則で定める特別の事情がある場合にあっては第３

号に掲げる場合に該当する場合）とする。 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６

か月から２歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号

に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの条の

規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第７号に掲げ

る事情に該当するときは第２号及び第３号に掲げる場合に該当する

場合、世田谷区規則で定める特別の事情がある場合にあっては第３

号に掲げる場合に該当する場合）とする。 

(１) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非

常勤職員の配偶者等がこの条の規定に該当し、又はこれに相当す

る場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地

方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休

業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

(１) 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非

常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する

場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方

等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業

の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

(２) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達

日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者

等が当該子の１歳６か月到達日（当該配偶者等がする地方等育児

休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳６か月到達日後であ

る場合にあっては、当該末日とされた日）において地方等育児休

業をしている場合 

(２) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達

日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者

が当該子の１歳６か月到達日（当該配偶者がする地方等育児休業

の期間の末日とされた日が当該子の１歳６か月到達日後である場

合にあっては、当該末日とされた日）において地方等育児休業を

している場合 

(３)・(４) 省略 (３)・(４) 省略 

（再度の育児休業をすることができる特別の事情） （再度の育児休業をすることができる特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情

は、次に掲げる事情とする。 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情

は、次に掲げる事情とする。 

(１)～(４) 省略 (１)～(４) 省略 

(５) 配偶者等が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者等と別

居したこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第１項

に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

(５) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居し

たこと、育児休業に係る子について児童福祉法第39条第１項に規

定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な



4/5 

改正後 改正前 

的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第２条第６

項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第２項に規定す

る家庭的保育事業等（以下「保育所等」という。）における保育

の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われ

ないことその他の育児休業の終了時に予測することができなかっ

た事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休

業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこ

と。 

提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号）第２条第６項に

規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第２項に規定する家

庭的保育事業等（以下「保育所等」という。）における保育の利

用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない

ことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事

実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業を

しなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。 

(６)・(７) 省略 (６)・(７) 省略 

（育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情） （育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情） 

第４条 育児休業法第３条第２項の条例で定める特別の事情は、配偶

者等が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者等と別居したこと、

育児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、

申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育

児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が

生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の

再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなっ

たこととする。 

第４条 育児休業法第３条第２項の条例で定める特別の事情は、配偶

者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育

児休業に係る子について保育所等における保育の利用を希望し、申

込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児

休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生

じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再

度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなった

こととする。 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない

場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情） 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない

場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情） 

第８条 育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定める特別の事情

は、次に掲げる事情とする。 

第８条 育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定める特別の事情

は、次に掲げる事情とする。 

(１)～(６) 省略 (１)～(６) 省略 

(７) 配偶者等が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者等と別

居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における

保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行

われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することが

できなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る

(７) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居し

たこと、育児短時間勤務に係る子について保育所等における保育

の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われ

ないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができ

なかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子に
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子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が

生じることとなったこと。 

ついて育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じ

ることとなったこと。 

（妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） （妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等） 

第17条の２ 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又は

その配偶者等が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実

を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その

他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職

員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならな

い。 

第17条の２ 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又は

その配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を

申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他

の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員

の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならな

い。 

２ 省略 ２ 省略 

 附 則（令和５年〇月〇日条例第〇号）  

この条例は、令和５年７月１日から施行する。  
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職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○職員の旅費に関する条例 ○職員の旅費に関する条例 

昭和26年10月11日条例第12号 昭和26年10月11日条例第12号 

（用語の意義） （用語の意義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

(１) 削除 (１) 削除 

(２) 内国旅行 本邦（本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定

めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。）における旅行

をいう。 

(２) 内国旅行 本邦（本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定

めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。）における旅行

をいう。 

(３) 外国旅行 本邦と外国（本邦以外の領域（公海を含む。）をい

う。以下同じ。）との間における旅行及び外国における旅行をい

う。 

(３) 外国旅行 本邦と外国（本邦以外の領域（公海を含む。）をい

う。以下同じ。）との間における旅行及び外国における旅行をい

う。 

(４) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁（常時勤務する在勤

庁のない職員についてはその住所又は居所）を離れて旅行するこ

とをいう。 

(４) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁（常時勤務する在勤

庁のない職員についてはその住所又は居所）を離れて旅行するこ

とをいう。 

(５) 赴任 区の要請に基づいて国又は他の地方公共団体等を退職

し、引き続いて採用された職員、又は任命権者があらかじめ人事

委員会と協議して指定した職に充てるため採用された職員が、そ

の採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、

又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため在勤庁か

ら新在勤庁に旅行することをいう。 

(５) 赴任 区の要請に基づいて国又は他の地方公共団体等を退職

し、引き続いて採用された職員、又は任命権者があらかじめ人事

委員会と協議して指定した職に充てるため採用された職員が、そ

の採用に伴う移転のため、住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、

又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため在勤庁か

ら新在勤庁に旅行することをいう。 

(６) 扶養親族 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。）又はパートナーシップ関係（双方又

はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパート

ナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に

協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当す

(６) 扶養親族 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、子、父母、孫、祖父母

及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している

ものをいう。 
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ると任命権者が認める二者間の関係をいう。）の相手方、子、父

母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計

を維持しているものをいう。 

２ この条例において「何々地」という場合には、市町村の地域（特別

区の存する区域にあってはその全地域）をいい、外国にあっては、こ

れに準ずる地域をいうものとする。ただし、「近接地」という場合に

は、別表第１に定める地域をいうものとする。 

２ この条例において「何々地」という場合には、市町村の地域（特別

区の存する区域にあってはその全地域）をいい、外国にあっては、こ

れに準ずる地域をいうものとする。ただし、「近接地」という場合に

は、別表第１に定める地域をいうものとする。 

（移転料） （移転料） 

第27条 移転料の額は、次に規定する額の範囲内の実費額による。 第27条 移転料の額は、次に規定する額の範囲内の実費額による。 

(１) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤

地までの路程に応じた別表第２の額 

(１) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤

地までの路程に応じた別表第２の額 

(２) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額

の２分の１に相当する額 

(２) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額

の２分の１に相当する額 

(３) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日

から１年以内に扶養親族を移転する場合には前号に規定する額に

相当する額（赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任が

あった場合には、各赴任について支給することができる前号に規

定する額に相当する額の合計額） 

(３) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日

から１年以内に扶養親族を移転する場合には前号に規定する額に

相当する額（赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任が

あった場合には、各赴任について支給することができる前号に規

定する額に相当する額の合計額） 

２ 前項第３号の場合において、扶養親族を移転した際における移転

料の別表第２の額が職員が赴任した際の移転料の同表の額と異なる

ときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の同表

の額を基礎として計算する。 

２ 前項第３号の場合において、扶養親族を移転した際における移転

料の別表第２の額が職員が赴任した際の移転料の同表の額と異なる

ときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の同表

の額を基礎として計算する。 

３ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情

がある場合には、第１項第３号に規定する期間を延長することがで

きる。 

３ 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情

がある場合には、第１項第３号に規定する期間を延長することがで

きる。 

（扶養親族移転料） （扶養親族移転料） 

第29条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。 第29条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。 

(１) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合 (１) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合
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には、赴任を命ぜられた日における扶養親族１人ごとに、その移

転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額 

には、赴任を命ぜられた日における扶養親族１人ごとに、その移

転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額 

イ 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の

鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の実費額並びに日当、宿泊料、食

卓料及び着後手当の３分の２に相当する額 

イ 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の

鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の実費額並びに日当、宿泊料、食

卓料及び着後手当の３分の２に相当する額 

ロ 12歳未満６歳以上の者については、イに規定する額の２分の

１に相当する額 

ロ 12歳未満６歳以上の者については、イに規定する額の２分の

１に相当する額 

ハ ６歳未満の者については、その移転の際における職員相当の

航空賃の実費額の２分の１に相当する額（３歳未満の者につい

ては、座席を利用し、利用証明書類を提出した場合に限る。）並

びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の３分の１に相当する

額。ただし、６歳未満の者を３人以上随伴するときは２人を超

える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃

の実費額の２分の１に相当する金額を加算する。 

ハ ６歳未満の者については、その移転の際における職員相当の

航空賃の実費額の２分の１に相当する額（３歳未満の者につい

ては、座席を利用し、利用証明書類を提出した場合に限る。）並

びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の３分の１に相当する

額。ただし、６歳未満の者を３人以上随伴するときは２人を超

える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃

の実費額の２分の１に相当する金額を加算する。 

(２) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第27条第１項第１号

又は第３号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から

新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。た

だし、前号の規定により支給することができる額に相当する額（赴

任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合に

は、各赴任について前号の規定により支給することができる額に

相当する額の合計額）を超えることができない。 

(２) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第27条第１項第１号

又は第３号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から

新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。た

だし、前号の規定により支給することができる額に相当する額（赴

任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合に

は、各赴任について前号の規定により支給することができる額に

相当する額の合計額）を超えることができない。 

２ 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子を移転する

場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を

赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適

用する。 

２ 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子を移転する

場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を

赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適

用する。 

附 則（令和５年 月 日条例第 号）  

この条例は、令和５年７月１日から施行する。  
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